

【参考資料５】
第 (だい)７期 (き)障 (しょう)がい福祉 (ふくし)計画 (けいかく)・第 (だい)３期 (き)障 (しょう)がい児 (じ)福祉 (ふくし)計画 (けいかく)の策定 (さくてい)に
向 (む)けた当事者 (とうじしゃ)団体 (だんたい)ヒアリング調査票 (ちょうさひょう)前回分

本市 (ほんし)では現在 (げんざい)、令和 (れいわ)６年度 (ねんど)から令和 (れいわ)８年度 (ねんど)を計画 (けいかく)期間 (きかん)とする第 (だい)７期 (き)障 (しょう)がい福祉 (ふくし)計画 (けいかく)及 (およ)び第 (だい)３期 (き)障 (しょう)がい児 (じ)福祉 (ふくし)計画 (けいかく)の策定 (さくてい)に向 (む)けた作業 (さぎょう)を進 (すす)めております。
つきましては、その一環 (いっかん)として、障 (しょう)がい者 (しゃ)（児 (じ)）関係 (かんけい)団体 (だんたい)等 (とう)の皆 (みな)さまに対 (たい)し、本市 (ほんし)の福祉 (ふくし)施策 (しさく)や障 (しょう)がい福祉 (ふくし)サービス等 (とう)に対 (たい)するご意見 (いけん)等 (とう)をお聞 (き)きするため、ヒアリング調査 (ちょうさ)を実施 (じっし)させていただきます。
大変 (たいへん)お忙 (いそが)しい中 (なか)、誠 (まこと)に恐縮 (きょうしゅく)ではございますが、調査 (ちょうさ)の趣旨 (しゅし)をご理解 (りかい)いただき、ご協力 (きょうりょく)いただきますよう、よろしくお願 (ねが)い申 (もう)し上 (あ)げます。
令和 (れいわ)５年 (ねん)(2023年 (ねん))６月 (がつ)　吹田市 (すいたし)


	[image: https://qr.quel.jp/tmp/4bf098a93383df706a7b7e7b71a8da527c44854b.png]１　質問 (しつもん)への回答 (かいとう)は、次 (つぎ)のアドレスまたは二次元 (にじげん)バーコードから
インターネットを通 (つう)じてご回答 (かいとう)いただくことも可能 (かのう)です。
  https://enquete.cc/q/suita_c
２　あてはまる選択肢 (せんたくし)を選 (えら)ぶものや、記入欄 (きにゅうらん)に自由 (じゆう)記述 (きじゅつ)するもの
などがあります。質問 (しつもん)文 (ぶん)をよく読 (よ)んでお答 (こた)えください。
３　本調査 (ほんちょうさ)の目的 (もくてき)以外 (いがい)で利用 (りよう)することはありませんので、できるだけ詳 (くわ)しくご記入 (きにゅう)ください。
４　原則 (げんそく)、団体 (だんたい)とりまとめの上 (うえ)、郵送 (ゆうそう)、窓口 (まどぐち)提出 (ていしゅつ)、メールでの提出 (ていしゅつ)またはＷｅｂでの回答 (かいとう)をお願 (ねが)いします。（調査票 (ちょうさひょう)のデータが必要 (ひつよう)な場合 (ばあい)は、下記 (かき)の問 (と)い合 (あ)わせ先 (さき)にご連絡 (れんらく)してください）
５　団体 (だんたい)とりまとめに当 (あ)たっては、以下 (いか)の内容 (ないよう)についてご承知 (しょうち)ください。
（１）本調査票 (ほんちょうさひょう)を貴 (き)団体 (だんたい)の会員 (かいいん)・関係者 (かんけいしゃ)等 (とう)の方 (かた)に配布 (はいふ)することは差 (さ)し支 (つか)えありません。
（２）本調査票 (ほんちょうさひょう)の配布後 (はいふご)、会員 (かいいん)・関係者 (かんけいしゃ)等 (とう)の方 (かた)が個別 (こべつ)にＷｅｂ回答 (かいとう)を行 (おこな)うことも差 (さ)し支 (つか)えありませんが、その場合 (ばあい)は必 (かなら)ず「問 (とい)１」で団体名 (だんたいめい)の入力 (にゅうりょく)をしてもらうよう、貴 (き)団体 (だんたい)から周知 (しゅうち)してください（団体 (だんたい)の意見 (いけん)として集約 (しゅうやく)する必要 (ひつよう)があるため）。
（３）あくまで団体 (だんたい)としてのご意見 (いけん)をいただきたいという趣旨 (しゅし)ですので、貴 (き)団体 (だんたい)の会員 (かいいん)・関係者 (かんけいしゃ)等 (とう)の方 (かた)以外 (いがい)に本調査票 (ほんちょうさひょう)を配布 (はいふ)することは避 (さ)けてください。
６　その他 (た)、以下 (いか)のことについてご留 (りゅう)意 (い)ください。
（１）ご意見 (いけん)の提出 (ていしゅつ)は任意 (にんい)です。必 (かなら)ず提 (てい)出 (しゅつ)しなければならないというものではありません。ご意見 (いけん)がある場合 (ばあい)に提出 (ていしゅつ)いただければ結構 (けっこう)です。
（２）ご回答 (かいとう)が可能 (かのう)な項目 (こうもく)のみ回答 (かいとう)していただければ結構 (けっこう)です。
（３）ご意見 (いけん)に対 (たい)する応答 (おうとう)は致 (いた)しませんので、あらかじめご了承 (りょうしょう)ください。
（４）その他 (た)、特別 (とくべつ)に配慮 (はいりょ)が必要 (ひつよう)な場合 (ばあい)は、下記 (かき)担当 (たんとう)までご連絡 (れんらく)ください。
７　お忙 (いそが)しいところ恐縮 (きょうしゅく)ですが、ご回答 (かいとう)は７月 (がつ)７日 (にち)(金 (きん))までにお願 (ねが)いいたします。
【問 (と)い合 (あ)わせ先 (さき)】
吹田市 (すいたし) 障 (しょう)がい福祉室 (ふくししつ)　（計画 (けいかく)担当 (たんとう)）　瀬村 (せむら)、村島 (むらしま)
電話 (でんわ)：０６－６３８４－１３４９（直通 (ちょくつう)）
ＦＡＸ：０６－６３８５－１０３１
メール：keikaku-shogai@city.suita.osaka.jp
吹田市 (すいたし) 子育 (こそだ)て政策室 (せいさくしつ)　（発達 (はったつ)支援 (しえん)担当 (たんとう)）　湊崎 (みなとざき)、藤田 (ふじた)、越智 (おち)
電話 (でんわ)：０６－６１７０－７２２４（直通 (ちょくつう)）
ＦＡＸ：０６－６３６８－７３４９
メール：jidoushien@city.suita.osaka.jp




問 (とい)１　はじめに貴 (き)団体 (だんたい)の団体名 (だんたいめい)をお書 (か)きください。
	団体名 (だんたいめい)
	



問 (とい)２　暮 (く)らし方 (かた)を自分 (じぶん)で選 (えら)び、自由 (じゆう)に暮 (く)らしていくためには、何 (なに)があればいいと思 (おも)いますか。障 (しょう)がい福祉 (ふくし)サービスに関 (かん)する内容 (ないよう)だけではなく、生活 (せいかつ)環境 (かんきょう)も含 (ふく)めてお答 (こた)えください。（現在 (げんざい)、家族 (かぞく)から支援 (しえん)を受 (う)けている方 (かた)は、仮 (かり)に家族 (かぞく)から支援 (しえん)を受 (う)けられなくなった場合 (ばあい)を思 (おも)い浮 (う)かべて、記入 (きにゅう)してください。）
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	




問 (とい)３　障 (しょう)がい者 (しゃ)相談 (そうだん)支援 (しえん)センターを利用 (りよう)したことがありますか。（どちらか選 (えら)ぶ）
（障 (しょう)がい者 (しゃ)相談 (そうだん)支援 (しえん)センターは、①内本 (うちほん)町 (まち)、②片山 (かたやま)・岸 (きし)部 (べ)、③豊津 (とよつ)・江坂 (えさか)・南吹田 (みなみすいた)、④千里山 (せんりやま)・佐井寺 (さいでら)、⑤亥 (い)の子 (こ)谷 (だに)、⑥千里 (せんり)ニュータウン、の６か所 (しょ)にある、地域 (ちいき)での身近 (みぢか)な相談 (そうだん)支援 (しえん)・給付 (きゅうふ)申請 (しんせい)受付 (うけつけ)の窓口 (まどぐち)です）
	１　はい
	２　いいえ



問 (とい)３-１　問 (とい)３で「はい」と回答 (かいとう)した方 (かた)は、相談 (そうだん)できてよかったこと、相談 (そうだん)したかったのにできなかったことは何 (なに)かありますか。
	

	

	

	

	

	

	

	





問 (とい)３-２　問 (とい)３で「いいえ」と回答 (かいとう)した方 (かた)は、どうなれば利用 (りよう)してみようと思 (おも)いますか。
	

	

	

	

	

	

	

	




問 (とい)４　もし地震 (じしん)などの災害 (さいがい)が起 (お)こった場合 (ばあい)、どのようなことに不安 (ふあん)を感 (かん)じますか。
	

	

	

	

	

	

	

	

	



問 (とい)５　その他 (た)、障 (しょう)がい児 (じ)・者 (しゃ)等 (とう)が暮 (く)らしやすくなるために必要 (ひつよう)なことがあれば、記入 (きにゅう)してください。
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


調 (ちょう)査 (さ)にご協 (きょう)力 (りょく)いただきまして、誠 (まこと)にありがとうございました。


5
image1.png




